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臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

所
得
の
少
な
い
人
や
子
育
て
世
帯
の
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
臨
時
福
祉
給
付

金
と
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
人

に
は
申
請
書
を
送
り
ま
す
の
で
期
間
内
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 【
臨
時
福
祉
給
付
金
】福
祉
課　

地
域
福
祉
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
３

問 
【
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
】子
育
て
支
援
課　

☎（
２
３
２
）２
２
０
２

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請

■
支
給
対
象
者

　

次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

❶
平
成
26
年
１
月
１
日
に
菊
陽
町
に
住
民

票
が
あ
る
人

❷
平
成
26
年
度
の
町
民
税（
均
等
割
）が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
人

※

❶
と
❷
に
当
て
は
ま
る
人
で
も
、
課
税

さ
れ
て
い
る
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人

や
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
に
な
っ

て
い
る
人
、
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら

給
付
金
交
付
決
定
ま
で
に
死
亡
し
た
人

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
申
請
書
類

　

税
務
課
か
ら
の「
非
課
税
の
お
知
ら
せ
」

と
一
緒
に
申
請
書
と
資
料
な
ど
を
送
り
ま

す
。
資
料
を
ご
覧
に
な
り
、
対
象
に
な
る

場
合
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
支
給
額

　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円

※

老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年
金
、
児

童
扶
養
手
当
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
人　

は
、
５
千
円
を
加
算
し
ま
す
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請

■
支
給
対
象
者

　

次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

❶
平
成
26
年
１
月
１
日
に
菊
陽
町
に
住
民

票
が
あ
る
人

❷
平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当
・
特
例

給
付
の
受
給
資
格
が
あ
る
人

❸
平
成
25
年
中
の
所
得
が
所
得
制
限
額
未

満
の
人

■
申
請
書
類

　

支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
人（
公
務
員

を
除
く
）に
申
請
書
と
資
料
な
ど
を
送
り

ま
す
。
資
料
を
ご
覧
に
な
り
、
対
象
に
な

る
場
合
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

公
務
員
は
職
場
が
発
行
し
た
申
請
書
と

「
公
務
員
児
童
手
当（
特
例
給
付
）受
給
状

況
証
明
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
支
給
額

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

共
通
事
項

■
申
請
書
送
付
日　

７
月
１
日（
火
）

※
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
た
め
、
課

税
状
況
が
分
か
ら
な
い
人
に
は
送
っ
て

い
ま
せ
ん
。
早
め
に
所
得
の
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
申
請
期
間

７
月
10
日（
木
）〜
平
成
27
年
１
月
９
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
申
請
場
所

　

各
担
当
課
ま
た
は
武
蔵
ヶ
丘
支
所

※

武
蔵
ヶ
丘
支
所
で
の
受
け
付
け
は
９
月

30
日（
火
）ま
で
で
す
。

■
必
要
書
類

❶
申
請
書

❷
本
人
確
認
書
類
の
写
し（
支
給
対
象
者

全
員
の
運
転
免
許
証
や
保
険
証
な
ど
の

写
し
）

❸
振
り
込
み
を
希
望
す
る
通
帳
の
写
し（
通

帳
を
開
い
て
最
初
の
ペ
ー
ジ
の
写
し
）

※

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
と
児
童

手
当
の
振
込
先
を
同
じ
口
座
に
す
る
場

合
、
本
人
確
認
書
類
や
通
帳
の
写
し
の

提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
請
方
法

　

返
信
用
封
筒
で
の
郵
送
ま
た
は
持
参

■
注
意
事
項

　

本
人
確
認
書
類
の
写
し
や
振
込
先
口
座

通
帳
の
写
し
の
添
付
な
ど
必
要
な
書
類
が

漏
れ
て
い
る
場
合
は
支
給
が
で
き
ま
せ
ん
。

添
付
書
類
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

■収入基準

※裁量階層…身体障がい者や小学校未就学児がいる
場合、全員が60歳以上の場合など

○収入の算出方法
収入（月額）＝（入居しようとする世帯全員の年間
　　　　　　 総所得金額ー控除額）÷12カ月

○控除額

■募集する町営住宅　

光
16棟
102号 62.2

平成25年
23,700～
         46,600

２ＤＫ原水846

菊陽北小学校
菊陽中学校

木造
平屋建

間取 面積（㎡）

月額家賃（円） 建設年度 構造 学校区

住宅名 部屋番号 所在地

■
申
込
資
格　

　

次
の
全
て
を
満
た
す
人

❶
町
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
先
が
あ
る
人

❷
市
町
村
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
人

❸
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る
人

（
１
人
で
は
入
居
で
き
ま
せ
ん
が
、
条

件
に
よ
っ
て
は
入
居
で
き
ま
す
）

❹
世
帯
の
収
入
が
収
入
基
準（
左
上
表
）内

で
あ
る
こ
と

❺
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
こ
と

❻
世
帯
に
暴
力
団
員
が
い
な
い
こ
と

■
必
要
書
類　

❶
町
営
住
宅
入
居
申
込
書

（
建
設
課
に
あ
り
ま
す
）

❷
住
民
票
謄
本

（
入
居
予
定
者
全
員
分
の
本
籍
、
続
柄

記
載
）

❸
平
成
26
年
度
市
町
村
県
民
税（
所
得
・

課
税
）証
明
書（
入
居
予
定
者
全
員
分
の

所
得
が
分
か
る
書
類
）

❹
滞
納
の
な
い
証
明
書

（
入
居
予
定
者
で
課
税
対
象
者
全
員
分
）

❺
そ
の
他
証
明
書

（
婚
約
証
明
書
、
障
害
者
手
帳
な
ど
の

写
し
）

■
申
込
方
法

必
要
書
類
な
ど
を
そ
ろ
え
て
、
建
設
課

管
理
係
へ
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
武

蔵
ヶ
丘
支
所
で
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
）。

■
入
居
決
定
後
の
手
続
き

入
居
決
定
後
、
原
則
と
し
て
10
日
以
内

（
町
が
指
定
す
る
日
ま
で
）に
、
次
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

❶
敷
金（
家
賃
３
カ
月
分
相
当
額
）の
納
付

❷
町
が
適
当
と
認
め
る
連
帯
保
証
人
１
人

が
連
署
し
た
請
書（
契
約
書
）な
ど
の
提

出

※

正
当
な
理
由
が
な
く
、
期
間
内
に
入
居

の
手
続
き
を
し
な
い
場
合
、
入
居
決
定

は
取
り
消
し
ま
す
。

■
そ
の
他

　

１
、
２
級
の
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
て
、
次
の
障
が
い
程
度
の
人
が
同

居
す
る
親
族
が
い
る
世
帯
の
申
し
込
み
が

あ
っ
た
場
合
は
優
先
し
て
選
考
し
ま
す
。

❶
車
い
す
で
生
活
を
し
て
い
る
人

❷
自
力
で
の
歩
行
が
困
難
で
歩
行
具
な
ど

を
使
っ
て
生
活
を
し
て
い
る
人

※

常
に
介
護
が
必
要
な
人
は
日
常
生
活
を

介
助
で
き
る
人
が
い
る
場
合
だ
け
入
居

で
き
ま
す
。
居
宅
で
介
護
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
受
け
る
こ
と

が
困
難
な
人
は
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

町
営
住
宅
入
居
者（
車
い
す
対
応
）を

募
集
し
ま
す

問 

建
設
課　

管
理
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
５

■
受
付
期
間

７
月
８
日（
火
）〜
７
月
16
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
公
開
抽
選
会

８
月
５
日（
火
）　

午
前
９
時
〜

■
抽
選
会
場

建
設
課
前
会
議
室（
別
館
２
階
）

■
入
居
時
期　

９
月
上
旬
頃

月額
所得 158,000円以下 214,000円以下

原則階層 裁量階層（※）

種類 控除額

同居者控除

（非同居者）扶養控除

老人扶養控除

特定扶養親族控除

一般障害者控除

特別障害者控除

寡婦・寡夫控除

38万円

38万円

10万円

25万円

27万円

40万円

27万円以内

　　 振り込め詐欺
　　や個人情報の
詐取にご注意を！
　自宅などに役場職員
をかたった電話がか
かってきたり郵便が届
いたりしたときは大津
警察署 ☎（294）0110
にご連絡ください。

お父さん、お母さん
来年の１月９日（金）までに申請してね


